


協会けんぽでは、加入者のみなさまにご自身の治療等にかかった医療費について確認

していただき、健康保険事業の健全な運営を図るために、年 1 回「医療費のお知らせ」

を発行しています。事業主さまにおかれましては、ご多忙のところ恐れ入りますが、

以下 2 点にご協力をお願いいたします。

「医療費のお知らせ」送付のご案内

退職後の健康保険には、①健康保険任意継続 ②国民健康保険 ③ご家族の

健康保険（被扶養者）の３つの選択肢があります。毎月納める保険料等を

比較のうえ、選択された健康保険にお手続きください。任意継続加入のお手

続きは、退職日の翌日から20日以内にご申請ください（必着）。

ご加入を希望の場合は早めのお手続きをお願いいたします。

詳細は
コチラ▼

「医療費のお知らせ」は医療費控除の
申告手続きに使用可能です

親展

医療費のお知らせ在中

対象の被保険者（従業員）さまにお渡しください。
対象の方がご退職されて渡せない場合は、同封の返信用封筒にてご返却ください。

対象期間 主に令和4年10月から令和5年8月診療分

送付時期 令和6年1月中旬から下旬

送 付 先 お勤めの方      お勤め先の事業所宛
任意継続被保険者の方     ご自宅宛
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「医療費のお知らせ」は医療費控除の
申告手続きに使用可能です

親展

医療費のお知らせ在中

退職後の
健康保険

覚えておきたい！

「医療費のお知らせ」は医療費控除の申告手続きに利用できます。

「医療費のお知らせ」に記載のない診療分については、医療機関等の領収書

に基づき、ご自身で医療費控除の明細書を作成し、確定申告書に添付する
必要があります。領収書等の保管についてはご留意ください。
なお、マイナポータルから医療費の情報を確認することもできます。詳しくは、

マイナポータルの「わたしの情報」にある医療費通知情報をご確認ください。

作成時点（令和５年 11 月上旬）において、

健康保険の資格が無い方（退職者・新規採用者・

扶養未認定者等）、医療機関等の受診が無い方、

医療機関等の請求遅れ等により通知対象となる

医療費が無い方については、お知らせの作成

はございません。

医療費控除については、国税庁
のホームページをご覧いただ
くか、管轄の税務署へお問い
合わせください。

医療費のお知らせに関する
ご質問については、チャット
ボットをご利用ください。

▶
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医療費のお知らせのポイント
ポイント❶

ポイント❷

マイナポータルでお薬代が
確認できるようになりました！

マイナポータルを利用することで、先発医薬品

からジェネリック医薬品へ切り替えた場合の

削減額（差額）を確認できるようになりました。

ぜひご利用ください。

ジェネリック医薬品に関する
お知らせをお送りします

ジェネリック医薬品に切り替えた場合に一定額以上の負担軽減が

見込まれる方へ「ジェネリック医薬品軽減額通知」をお送りい

たします。加入者（被保険者）の方の住所へお送りしますので、

従業員のみなさまへのご案内をお願いいたします。

※すべての加入者の方に通知されるものではありません

お知らせ ２月に

マイナ
ポータル


